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研究成果の概要（和文）：本研究は、ロシア帝国による中央アジア支配期のイスラーム社会の実

態を、文書等の史料を利用して明らかにしようとしたものである。プロジェクトは、歴史学と

法学を専門とする参加者によって、各自のテーマに沿った研究と、研究会での発表・討議によ

って推進され、研究の対象地域も中央アジアから中央ユーラシア全域へと拡大した。個々の研

究成果は、報告書の形で京都外国語大学のホームページ上で公開し、それに基づき来春『近代

中央ユーラシアの法制度』（仮題）を上梓する予定である。 

 
研究成果の概要（英文）：The purpose of this project was to clarify the characteristics of  

local Islamic societies under Russian rule in Central Asia based on an examination of 

historical documents of the area. The project members, researchers in the field of history 

and law, investigated themes in their own fields and presented the findings at academic 

meetings to deepen understanding of the subject area. The study was extended from 

Central Asia to Central Eurasia. The findings of this project are available on the Kyoto 

University of Foreign Studies website. The report will be published in the spring of 2014 

under the title, Juridical System in Modern Central Eurasia (tentative title). 
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１．研究開始当初の背景 

（１）中央アジアの近代史研究は、ロシアの
進出と現地社会の対応を共通のテーマとし、
両者の対立構造を軸として実施されてきた。
とくに、現地社会を律していたイスラーム法
と、支配者が持ち込んだロシア法とは、全く
異質のものと理解され、その前提に基づいて

研究が行われていたように思われる。 

（２）また、研究に利用する歴史資料の面に
おいては、ロシア側の史料に基づくものが主
流で、現地語史料の利用は限られたものであ
った。しかしながら、公的な古文書館の整備
や、民間に所蔵されていた古文書類の発掘に
よって、膨大なロシア語文書には及ばないな
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がら、現地に残された文書史料の利用も可能
となってきた。そうした中で、当時の現地社
会を、住民の視点から具体的に明らかにしよ
うとする研究の必要性が,改めて実感される
ようになってきたのである。 

 

２．研究の目的 

（１）本研究は、近代におけるロシアの中央
アジア支配の実態を、現地に残された文書史
料を利用して行政制度と法制度の両面から
分析し、当時のイスラーム地域社会の具体像
を明らかにしようとしたものであった。 

（２）本研究の第二の目的は、文書に記され
た個々の事例を収集・分析して類型化するこ
とによって、伝統的なイスラーム法によって
律された社会に、支配者であるロシアによっ
て持ち込まれた行政システムとロシア法が
どのように適用されたかを解明することに
よって、一般的には、現地社会を干渉するこ
とが比較的少なかったと考えられているロ
シアの統治政策を再検討することであった。 

 

３．研究の方法 

（１）研究の目的を達成するために、行政制
度の解明を目指すＡ班と、法制度の研究を担
当するＢ班とを組織し、それぞれ研究会等を
開催して研究を進めることとした。研究代表
者の堀川が全体を統括し、研究分担者の矢島
をＡ班の、同じく磯貝をＢ班の取りまとめ役
とした。連携研究者と、研究協力者はいずれ
かの班に属したが、研究会等へは自由に参加
して、各自が設定したテーマに沿って研究を
進めることとした。 
 各メンバーの研究を深め、その研究成果を
発表するために、Ａ班では平成 21年度から、
「パーレン研究会」を立ち上げ、1908 年にロ
シア帝国の命令で中央アジアを視察した K.K.
パーレンの詳細な報告書を研究対象とする
作業を開始した。Ｂ班では、すでに本プロジ
ェクト開始以前の平成 19 年より開催してい
た「中央アジアの法制度研究会」を、それま
で同様に年 2回開催して研究活動の中心とし
た。 
（２）こうした研究活動を遂行する上で、研
究環境を整備する必要があった。本研究では、
研究史料として現地で作成された古文書を
利用する方法をとったが、そうした古文書類
は、研究の主要対象としたウズベキスタン共
和国では、公的な古文書館等に相当数が所
蔵・整理されているものの、いまだ民間に多
くの古文書が残存していた。これらの古文書
を、ウズベキスタンの海外研究協力者ととも
に収集し、現地の公的機関に寄託するととも
に、そのデジタル・データを持ち帰って京都
外国語大学に保存することとした。 
 また、こうした古文書を解読するための手
法を研究者の間で広く共有し、とくに若手の

研究者を育てるために、これも、平成 14 年
度より継続して行ってきた「中央アジア古文
書研究セミナー」を毎年 1回開催することと
した。  
 
４．研究成果 
（１）研究会の開催 
① パーレン研究会 
 平成 22年 2月 23日に、京都外国語大学に
おいて準備会議を開催し、研究会を立上げた。 
 平成 22年 10月 3日に京都外国語大学にお
いて、パーレンの研究で名高いＢ．ペナティ、
Ａ．モリソン両氏を招いて研究会を開催した。 
② 中央アジアの法制度研究会 
 本研究の中核をなす研究会と位置づけ、毎
年 2 回ずつ研究会を開催した。4 年間 8 回の
研究会で、当初目指していた研究目的に関し
ては、イスラーム法廷における裁判システム
の詳細が明らかになったことと、ロシア帝国
によって持ち込まれた再審制度が、実質的に
機能していた具体例が明らかにされたこと
は特筆すべき研究成果と言えよう。その他、
研究会を重ねていく中で、新たな研究の展望
が生まれてきたことも研究成果にあげてよ
かろう。開催された研究会は以下の通りであ
る。 

平成 21年度は、「所有」と「裁判」を共通
のテーマとして企画し、通算第 5回は 5月 31
日に京都外国語大学で、イスラーム法に関わ
る研究発表が行われた。第 6 回は、11 月 28
～29日に静岡大学および静岡労政会館で、法
学研究者の立場から「裁判制度」に関する発
表が行われた。 
 平成 22年度は、第 7 回を 5月 30日に京都
外国語大学で、第 8 回を 12 月 4～5 日に静岡
大学で開催した。 

平成 23 年度からは、研究参加メンバーが
各自設定したテーマに沿った発表と同時に、
研究対象範囲を拡大して、清朝支配時代のモ
ンゴルや、イギリス支配期のマレーシアなど、
本研究の課題との比較研究をも試みること
とした。第 9 回は 6 月 25 日に京都外国語大
学で、第 10 回は 12 月 3～4 日に静岡大学で
それぞれ行われた。 

平成 24 年度は、最終年度に当たるため、
研究成果の取りまとめと公表に向けた準備
を、本研究に参加したメンバーすべてが取り
組むこととした。第 11 回は、6 月 23 日に京
都外国語大学で、第 12 回は 12 月 15～16 日
に静岡労政会館で行われ、研究発表とそれに
基づく討論の中から、中央ユーラシアに広く
視野を広げて、さらに新たな研究プロジェク
トを企画する必要性が、参加者の間で認識さ
れるに至った。 
（２）国際会議の開催と参加 
① 平成 21 年 9月 3～5日に、京都外国語大
学と、連携研究者である小松が代表を務めて



 

 

いた NIHU 研究プログラム・イスラーム地域
研究東京大学拠点、および、ウズベキスタン
共和国科学アカデミー東洋学研究所とが、タ
シュケント市において共催した国際会議「日
本・ウズベキスタンの研究協力：中央アジア
の歴史と文化（史料と方法論上の諸問題）」
に、研究代表者、研究分担者、連携研究者、
研究協力者の多くが参加し、何人かが研究発
表を行うとともに、司会を担当するなど会議
の運営に当たった。 
② 平成 24 年 11 月 18 日に、京都大学大学
院文学研究科ユーラシア文化研究センター
（羽田記念館）において、同センター等と共
催で、国際ワークショップ「中央ユーラシア
における古文書の保存と研究」を開催した。
本研究プロジェクトの根源をなす古文書研
究をテーマとしたのは、研究の完成年度にあ
たって、ロシア連邦とウズベキスタン共和国
から招聘した研究者とともに、今一度原点に
帰って研究を見つめ直す機会をもちたかっ
たからである。招聘した二人の研究者は、11
月 20 日に、研究代表者、分担者、協力者ら
が参加して東京の東洋文庫で開催された特
別講演会で講演をしたことを付記しておく。 
（３）研究環境の整備 
① 研究を実施した４年間、ウズベキスタン
共和国のフェルガナ州およびヒヴァ市を中
心に、ウズベキスタンの研究協力者とともに
民間に所蔵されている古文書の収集活動と、
それらの撮影を行った。収集された古文書自
体は、フェルガナ郷土博物館等とヒヴァ市イ
チャン・カラ博物館が収蔵し、撮影したデジ
タル・データは京都外国語大学に保存するこ
ととしたが、古文書の総数は 1,170 点におよ
んだ。今後、これらのカタログを作成する作
業を両国の研究者が協力して行い、データを
公表して研究に利用できる状況を作り出し
たいと考えている。 
② 古文書解読の手法を、わが国の研究者間
で広く共有する目的で、「中央アジア古文書
研究セミナー」を毎年 1回、京都外国語大学
で継続的に開催した。通算第 8回のセミナー
は平成 22年 4月 3 日に、第 9回は平成 23年
3 月 26 日に、第 10 回は平成 24 年 3 月 24 日
に、第 11 回は平成 25 年 3 月 21～22 日に行
われている。このセミナーには、とくに若手
の研究者、大学院生・学生の参加を呼びかけ
ているが、毎回 20～30 人の参加者を集めて
おり、後継研究者が着実に育っていることを
実感している。 

以上、研究成果欄で記載した研究会、国際
ワークショップ、セミナーに関しては、NIHU
研究プログラム・イスラーム地域研究東洋文
庫拠点と共催しており、それぞれの会の活動
報告は、以下のウェッブサイトに掲載されて
いる。 

http://www.tbias.jp/php/investigation_detail.

php?year=past 

また、NIHU 研究プログラム・イスラーム地
域研究東京大学拠点と共催した国際会議の
詳細に関しては、 

http://www.l.u-tokyo.ac.jp/tokyo-ias/centrale

urasia/meeting/2009/090904.htm 
を参照願いたい。 
（４）研究成果報告論集の公表 
 上述したような本研究の推移と、個々のメ
ンバーによる研究の成果は、下記の「５．主
な発表論文等〔その他〕」の欄に記したウェ
ッブサイトに、「研究成果報告論集」として
アップする。それには、研究代表者による報
告と、研究分担者、連携研究者、研究協力者、
研究会参加者あわせて 10 名の論文が掲載さ
れる予定である。 
 
５．主な発表論文等 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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